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第１章  計画の策定にあたって



１　計画の趣旨


「鎌倉市次世代育成きらきらプラン」は、平成15(2003)年7月に成立した「次世代育成支援対策推進法」に基づき策定するもので、次代を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境を整備するため、集中的・計画的に推進する取組を明らかにするものです。

２　計画の期間


この計画は、次世代育成支援対策推進法により、５年を１期とすることとされているため、平成17(2005)年度から平成21(2009)年度までの５年間を前期計画とします。


なお、後期計画は、平成21(2009)年度までに必要な見直しを行い、平成22(2010)年度から平成26(2014)年度までを計画期間とします。


		平 成16年度

		17年度

		18年度

		19年度

		20年度

		21年度

		22年度

		23年度

		24年度

		25年度

		26年度



		

		

		





３　計画の位置付け


この計画は、次世代育成支援対策推進法に基づき、本市における子どもと子育て家庭を支援するため、行政、地域、企業など地域社会全体で協力・協働し、取り組むものとして策定します。


また、現行の「鎌倉市児童育成計画」と「鎌倉市母子保健計画」を統合するとともに、「鎌倉市総合計画」及び他の関連計画との調和を保つものとします。


【 計 画 の 位 置 付 け 】

















第２章  計画の考え方














１　基本理念






少子化が進む現在、女性の社会進出や、核家族化の進行など、子どもとその家庭を取り巻く環境も大きく変化しています。


地域や職場の人々の理解と協力のもとに生活の多様性を認め、それを維持できるように社会全体で子育てを支える環境づくりが求められています。子どもの意思と権利を尊重し、子どもが育つ力を伸ばすとともに、安心して安全に子どもを生み育てるための支援が必要です。


次代を担う子どもたちが夢を持って健やかに育ち、安心して子育てができる鎌倉の実現を目指し、子育て支援を推進します。




























２　基本的視点






基本的視点１  健やかに育つ

子どもが健やかに成長するには、発達段階に応じた諸サービスを提供するとともに、子どもの権利と主体性が保障されることが必要です。


子どもが自らを大切にし、自然や人の命の大切さを学び、社会性を身に付けるように支援し、子どもが互いを認め合い支えあって、育つことが大切です。




基本的視点２  ともに育てる

子どもが健やかに成長するためには、親が愛情と責任を持って子育てをするとともに、すべての市民・子育てにかかわるグループや行政、企業が協力し子育て家庭を支えていくことが必要です。


すべての市民が、家族とともに子どもの成長を優しく温かく見守り、思いやりを持って支えていくことが求められます。




基本的視点３  ともに育つ

  「育児は育自」と言われるように、人は子どもを育てることや、子育てを支援する経験を通して、様々なことを学び、成長していくことができます。


  また、地域の子育て支援を進めることは、子どもを中心に地域のつながりを生み出すことにもなります。


　併せて、企業も子育て支援を通じて、地域の中に根づき、社会的信頼を得ることができます。子育てを通じて地域全体が育つまちづくりが求められます。


３　基本目標































































































































































































































































































主要課題





１　地域で子育てを支援するまちづくり





行 政














子ども会館・子どもの家























3-1次代の親の育成　　　　　　　　　　3-4子どもを取り巻く有害環境対策の推進


3-2学校の教育環境の充実　　　　　　　


3-3家庭や地域の教育力の向上














後 期 計 画














子どもが健やかに育つまち


子育ての喜びが実感できるまち


子育て支援を通してともに育つまち・鎌倉 

















子ども・家族





1 地域で子育てを支援するまちづくり


心身ともに健康な子どもを育てるには、行政の支援に加えて地域の人々の理解と協力が不可欠です。子育てを支える地域社会の実現を目指し、市民の皆さんとの協働による子育て支援を推進します。





3 子どもが心身ともに健やかに学び育つまちづくり


子どもが、社会や生活環境の変化に柔軟に対応して個性豊かに主体的に生きる力を身に付けるとともに、生命を尊ぶ心を育むことの重要性を認識し、次代の親へと成長していくことが期待されます。子どもが自らを大切にし、社会性を身に付けるように支援したり、家庭、保育園、幼稚園、学校など地域全体で、様々な学習の機会を通して豊かな人間性を培うため、教育環境の整備を推進します。














2 子どもと親が健康に暮らせるまちづくり


子どもと親が生涯を通じて心身ともに健康な生活を送れるよう、発達と心身の状況の変化に対応し、保健、医療、福祉、教育などの各分野の連携を図って取り組みます。








1-1情報提供・相談体制の充実　　　　　　　1-4子育て支援のネットワークづくり


1-2地域における子育て支援サービスの充実　1-5経済的支援の充実


1-3保育サービスの充実と多様化　　











－社会全体による子育て支援－





子育て支援センター





ファミリーサポートセンター








基本理念





保育園


幼稚園




















企 業





地 域








学　校





６つの


基本目標





主要課題





支援





主要課題





主要課題





主要課題





６　専門的な支援を利用しやすいまちづくり





近隣住民・NPO


民生委員児童委員


主任児童委員





５　仕事と子育てが両立できるまちづくり





４　子どもと子育てにやさしいまちづくり








6-1児童虐待等の防止対策と支援の充実　　　　


6-2ひとり親家庭への支援の充実　　


6-3障害のある子どものいる家庭への支援の充実





支援








5-1多様な働き方のできる環境の整備　　


5-2仕事と子育ての両立の推進　











4-1安心して外出できる環境の整備　　　　　


4-2安全・安心まちづくりの推進


4-3良好な居住環境の確保





３　子どもが心身ともに健やかに学び育つまちづくり





主要課題





基　本　目　標











2-1子どもと親の健康の確保　　　　　　2-4小児医療の充実


2-2食育の推進　　　　　　　　　　　　


2-3思春期保健対策の充実と母性・父性の健全育成

















実現するために





基本理念





子どもが健やかに育つまち


子育ての喜びが実感できるまち


子育て支援を通してともに育つまち・鎌倉





第３章  計画の体系



































  多様化している子育て家庭の中でも、ひとり親家庭や障害のある子どものいる家庭は様々な困難を抱えていることも多く、家庭の実情に合った的確な支援を提供することが必要です。�　また、子どもへの虐待も増加してきています。虐待を受けている子どもはもとより、虐待してしまう親への対応も含め取り組みます。





基本目標６　専門的な支援を利用しやすいまちづくり











協　力・協　働





国





行動計画策定指針に即して策定する。





見直し





前 期 計 画





国が定めた「行動計画策定指針」の内容に関する事項を踏まえて設定





視点３ ともに育つ


「育児は育自」と言われるように、人は子どもを育てることや、子育てを支援する経験を通して、様々なことを学び、成長していくことができます。また、地域の子育て支援を進めることは、子どもを中心に地域のつながりを生み出すことにもなります。併せて、企業も子育て支援を通じて、地域の中に根づき、社会的信頼を得ることができます。子育てを通じて地域全体が育つまちづくりが求められます。











　


子どもが健やかに育つまち


子育ての喜びが実感できるまち


　　　　子育て支援を通してともに育つまち・鎌倉




















連携





基本目標５　仕事と子育てが両立できるまちづくり





  男女がともに協力して子育てができるよう、多様な働き方を選択できるような情報の提供に努めるとともに、労働環境の整備・充実を図るための取組を支援し、意識啓発を進めます。





次世代育成支援対策推進法


（平成15年7月制定）





鎌倉市総合計画


基本構想（平成8～37年度）


基本計画（平成8～17年度）


実施計画（平成13～17年度）





統　合





鎌倉市次世代育成支援行動計画 


（前期計画　平成17～21年度）





調和





鎌倉市母子保健計画


（平成14～18年度）





鎌倉市児童育成計画


（平成8～17年度）





生涯学習センター





  子どもが健やかに成長していくためには、居住環境が整備されるとともに、安心して外出・移動できる都市環境の整備が必要です。“子育てバリアフリー”の観点から利用しやすい道路や公共施設の整備・充実を進めるとともに、子どもを事故や犯罪の被害から守り、安全で安心できるまちを目指します。





基本目標４　子どもと子育てにやさしいまちづくり





基本目標３　子どもが心身ともに健やかに学び育つまちづくり





鎌倉市地域福祉計画


（平成16～20年度）





基本理念





  子どもが、社会や生活環境の変化に柔軟に対応して個性豊かに主体的に生きる力を身に付けるとともに、生命を尊ぶ心を育むことの重要性を認識し、次代の親へと成長していくことが期待されます。


子どもが自らを大切にし、社会性を身に付けるように支援したり、家庭、保育園、幼稚園、学校など地域全体で、様々な学習の機会を通して豊かな人間性を培うため、教育環境の整備を推進します。





  子どもと親が生涯を通じて心身ともに健康な生活を送れるよう、発達と心身の状況の変化に対応し、保健、医療、福祉、教育などの各分野の連携を図って取り組みます。





基本目標２　子どもと親が健康に暮らせるまちづくり





  心身ともに健康な子どもを育てるには、行政の支援に加えて地域の人々の理解と協力が不可欠です。子育てを支える地域社会の実現を目指し、市民の皆さんとの協働による子育て支援を推進します。





調和








視点１ 健やかに育つ


子どもが健やかに成長するには、発達段階に応じた諸サービスを提供するとともに、子どもの権利と主体性が保障されることが必要です。子どもが自らを大切にし、自然や人の命の大切さを学び、社会性を身に付けるように支援し、子どもが互いを認め合い支えあって、育つことが大切です。





視点２ ともに育てる


子どもが健やかに成長するためには、親が愛情と責任を持って子育てをするとともに、すべての市民・子育てにかかわるグループや行政、企業が協力し子育て家庭を支えていくことが必要です。すべての市民が、家族とともに子どもの成長を優しく温かく見守り、思いやりを持って支えていくことが求められます。








策定





5 仕事と子育てが両立できるまちづくり


男女がともに協力して子育てできるよう、多様な働き方を選択できるような情報の提供に努めるとともに、労働環境の整備・充実を図るための取組を支援し、意識啓発を進めます。











基本理念の実現に向けて、次の３つを基本的視点とします。


　


基本的視点１　健やかに育つ


基本的視点２　ともに育てる


基本的視点３　ともに育つ








基本目標１　地域で子育てを支援するまちづくり





4 子どもと子育てにやさしいまちづくり


子どもが健やかに成長していくためには、居住環境が整備されるとともに、安心して外出・移動できる都市環境の整備が必要です。“子育てバリアフリー”の観点から利用しやすい道路や公共施設の整備・充実を進めるとともに、子どもを事故や犯罪の被害から守り、安全で安心できるまちを目指します。





6 専門的な支援を利用しやすいまちづくり


多様化している子育て家庭の中でも、ひとり親家庭や障害のある子どものいる家庭は様々な困難を抱えていることも多く、家庭の実情に合った的確な支援を提供することが必要です。また、子どもへの虐待も増加してきています。虐待を受けている子どもはもとより、虐待してしまう親への対応も含め取り組みます。





２　子どもと親が健康に暮らせるまちづくり








国の策定指針を踏まえ、３つの基本的視点に立って、次の６つの基本目標を設定し、施策を展開していきます。





基本目標１  地域で子育てを支援するまちづくり


基本目標２  子どもと親が健康に暮らせるまちづくり


基本目標３  子どもが心身ともに健やかに学び育つまちづくり


基本目標４  子どもと子育てにやさしいまちづくり


基本目標５  仕事と子育てが両立できるまちづくり


基本目標６  専門的な支援を利用しやすいまちづくり
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第１章  計画の策定にあたって 
 
 
１ 計画の趣旨 

 

「鎌倉市次世代育成きらきらプラン」は、平成15(2003)年7月に成立した「次

世代育成支援対策推進法」に基づき策定するもので、次代を担う子どもが健や

かに生まれ育つ環境を整備するため、集中的・計画的に推進する取組を明らか

にするものです。 

 

 

２ 計画の期間 

 

この計画は、次世代育成支援対策推進法により、５年を１期とすることとさ

れているため、平成17(2005)年度から平成21(2009)年度までの５年間を前期計

画とします。 

なお、後期計画は、平成21(2009)年度までに必要な見直しを行い、平成

22(2010)年度から平成26(2014)年度までを計画期間とします。 

 

平 成
16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

   

 
 

前 期 計 画 

後 期 計 画 

見

直

し

策

定 
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３ 計画の位置付け 

 

この計画は、次世代育成支援対策推進法に基づき、本市における子ども

と子育て家庭を支援するため、行政、地域、企業など地域社会全体で協

力・協働し、取り組むものとして策定します。 

また、現行の「鎌倉市児童育成計画」と「鎌倉市母子保健計画」を統合

するとともに、「鎌倉市総合計画」及び他の関連計画との調和を保つもの

とします。 

 

 

【 計 画 の 位 置 付 け 】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉市児童育成計画 

（平成 8～17 年度） 

鎌倉市母子保健

（平成 14～18 年

鎌倉市次世代育成支援行動計画

（前期計画 平成 17～21 年度） 

統 合 

鎌倉市総合計画 
基本構想（平成 8～37 年度）

基本計画（平成 8～17 年度）

実施計画（平成 13～17 年度）

次世代育成支援対策推進法

（平成 15 年 7 月制定） 

行動計画策定指針に

即して策定する。 

国 
調和

鎌倉市地域福祉計画
（平成 16～20 年度） 

計画

度）

調和



第２章  計画の考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 地域で子育てを支援するまちづくり 
心身ともに健康な子どもを育てるには、行政の支援に加えて
地域の人々の理解と協力が不可欠です。子育てを支える地域
社会の実現を目指し、市民の皆さんとの協働による子育て支
援を推進します。 

か
を
と
に
な
培

5 仕事と子育てが両立できるまちづくり 
男女がともに協力して子育てできるよう、多様な働き方を
選択できるような情報の提供に努めるとともに、労働環境
の整備・充実を図るための取組を支援し、意識啓発を進め
ます。 

6 専門的な支援を利用しやすいまちづくり 
多様化している子育て家庭の中でも、ひとり親家庭や障害
のある子どものいる家庭は様々な困難を抱えていることも
多く、家庭の実情に合った的確な支援を提供することが必
要です。また、子どもへの虐待も増加してきています。虐
待を受けている子どもはもとより、虐待してしまう親への
対応も含め取り組みます。 

2 子どもと親が健康に暮らせるまちづくり 
子どもと親が生涯を通じて心身ともに健康な生活を送れる
よう、発達と心身の状況の変化に対応し、保健、医療、福
祉、教育などの各分野の連携を図って取り組みます。 

4 子どもと子育てにやさしいまちづくり 
子どもが健やかに成長していくためには、居住環境が整備
されるとともに、安心して外出・移動できる都市環境の整
備が必要です。“子育てバリアフリー”の観点から利用しや
すい道路や公共施設の整備・充実を進めるとともに、子ど
もを事故や犯罪の被害から守り、安全で安心できるまちを
目指します。 

基 本 目 標 

 

実現するために

視点１ 健やかに育つ 
子どもが健やかに成長するには、発達段
階に応じた諸サービスを提供するととも
に、子どもの権利と主体性が保障される
ことが必要です。子どもが自らを大切に
し、自然や人の命の大切さを学び、社会
性を身に付けるように支援し、子どもが
互いを認め合い支えあって、育つことが
大切です。 

視点２ ともに育てる 
子どもが健やかに成長するためには、
親が愛情と責任を持って子育てをする
とともに、すべての市民・子育てにか
かわるグループや行政、企業が協力し
子育て家庭を支えていくことが必要で
す。すべての市民が、家族とともに子
どもの成長を優しく温かく見守り、思
いやりを持って支えていくことが求め
られます。 

視点３ ともに育つ 
「育児は育自」と言われるように、人は
子どもを育てることや、子育てを支援す
る経験を通して、様々なことを学び、成
長していくことができます。また、地域
の子育て支援を進めることは、子どもを
中心に地域のつながりを生み出すことに
もなります。併せて、企業も子育て支援
を通じて、地域の中に根づき、社会的
信頼を得ることができます。子育てを通
じて地域全体が育つまちづくりが求めら
れます。 

子どもが健やかに育つまち 

子育ての喜びが実感できるまち 

子育て支援を通してともに育つまち・鎌倉  

基本理念 

国が定めた「行動

計画策定指針」の

内容に関する事項

を踏まえて設定 
3 子どもが心身ともに健やかに学び育つまちづくり 
子どもが、社会や生活環境の変化に柔軟に対応して個性豊
に主体的に生きる力を身に付けるとともに、生命を尊ぶ心
育むことの重要性を認識し、次代の親へと成長していくこ
が期待されます。子どもが自らを大切にし、社会性を身
付けるように支援したり、家庭、保育園、幼稚園、学校
ど地域全体で、様々な学習の機会を通して豊かな人間性を
うため、教育環境の整備を推進します。 
 5
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子どもが健やかに育つまち 

子育ての喜びが実感できるまち 

    子育て支援を通してともに育つまち・鎌倉 

 

 

 
 

 
１ 基本理念 

 

 

 

 

 

 
 

少子化が進む現在、女性の社会進出や、核家族化の進行など、子ど

もとその家庭を取り巻く環境も大きく変化しています。 

地域や職場の人々の理解と協力のもとに生活の多様性を認め、それ

を維持できるように社会全体で子育てを支える環境づくりが求められ

ています。子どもの意思と権利を尊重し、子どもが育つ力を伸ばすと

ともに、安心して安全に子どもを生み育てるための支援が必要です。 

 

次代を担う子どもたちが夢を持って健やかに育ち、安心して子育て

ができる鎌倉の実現を目指し、子育て支援を推進します。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

基本理念 

支援

協 力・協 働

企 業 

子ども・家族 

支援

－社会全体による子育て支援－

保育園 
幼稚園 

子育て支

援 セ ン

ター 

学 校 

子ども会館・子どもの家

生涯学習

センター 

フ ァ ミ

リ ー サ

ポ ー ト セ

近隣住民・NPO 
民生委員児童委員 
主任児童委員 

連携

地 域 

行 政 
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２ 基本的視点 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
基本的視点１  健やかに育つ 

 
子どもが健やかに成長するには、発達段階に応じた諸サービスを提供する

とともに、子どもの権利と主体性が保障されることが必要です。 
子どもが自らを大切にし、自然や人の命の大切さを学び、社会性を身に付

けるように支援し、子どもが互いを認め合い支えあって、育つことが大切です。 
 

 

 
基本的視点２  ともに育てる 

 
子どもが健やかに成長するためには、親が愛情と責任を持って子育てをする

とともに、すべての市民・子育てにかかわるグループや行政、企業が協力し子

育て家庭を支えていくことが必要です。 
すべての市民が、家族とともに子どもの成長を優しく温かく見守り、思いや

りを持って支えていくことが求められます。 
 
 
 
基本的視点３  ともに育つ 

 
  「育児は育自」と言われるように、人は子どもを育てることや、子育てを支
援する経験を通して、様々なことを学び、成長していくことができます。 
  また、地域の子育て支援を進めることは、子どもを中心に地域のつながりを
生み出すことにもなります。 
 併せて、企業も子育て支援を通じて、地域の中に根づき、社会的信頼を得る

ことができます。子育てを通じて地域全体が育つまちづくりが求められます。 
 

 
基本理念の実現に向けて、次の３つを基本的視点とします。 

  

基本的視点１ 健やかに育つ 

基本的視点２ ともに育てる 

基本的視点３ ともに育つ 

 



 

３ 基本目標 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
国の策定指針を踏まえ、３つの基本的視点に立って、次の６つの基本

目標を設定し、施策を展開していきます。 
 

基本目標１  地域で子育てを支援するまちづくり 

基本目標２  子どもと親が健康に暮らせるまちづくり 

基本目標３  子どもが心身ともに健やかに学び育つまちづくり 

基本目標４  子どもと子育てにやさしいまちづくり 

基本目標５  仕事と子育てが両立できるまちづくり 

基本目標６  専門的な支援を利用しやすいまちづくり 

  心身ともに健康な子どもを育てるには、行政の支援に加えて地域の
人々の理解と協力が不可欠です。子育てを支える地域社会の実現を目

指し、市民の皆さんとの協働による子育て支援を推進します。 

 

基本目標２ 子どもと親が健康に暮らせるまちづくり 

  子どもと親が生涯を通じて心身ともに健康な生活を送れるよう、
発達と心身の状況の変化に対応し、保健、医療、福祉、教育などの

各分野の連携を図って取り組みます。 
基本目標３ 子どもが心身ともに健やかに学び育つまちづくり
基本目標１ 地域で子育てを支援するまちづくり
8

  子どもが、社会や生活環境の変化に柔軟に対応して個性豊かに主
体的に生きる力を身に付けるとともに、生命を尊ぶ心を育むことの

重要性を認識し、次代の親へと成長していくことが期待されます。 
子どもが自らを大切にし、社会性を身に付けるように支援した

り、家庭、保育園、幼稚園、学校など地域全体で、様々な学習の機

会を通して豊かな人間性を培うため、教育環境の整備を推進しま

す。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  子どもが健やかに成長していくためには、居住環境が整備される
とともに、安心して外出・移動できる都市環境の整備が必要です。

“子育てバリアフリー”の観点から利用しやすい道路や公共施設の

整備・充実を進めるとともに、子どもを事故や犯罪の被害から守

り、安全で安心できるまちを目指します。 

  男女がともに協力して子育てができるよう、多様な働き方を選択
できるような情報の提供に努めるとともに、労働環境の整備・充実

を図るための取組を支援し、意識啓発を進めます。 
基本目標６ 専門的な支援を利用しやすいまちづくり
基本目標５ 仕事と子育てが両立できるまちづくり
基本目標４ 子どもと子育てにやさしいまちづくり
9

  多様化している子育て家庭の中でも、ひとり親家庭や障害のある
子どものいる家庭は様々な困難を抱えていることも多く、家庭の実

情に合った的確な支援を提供することが必要です。 
 また、子どもへの虐待も増加してきています。虐待を受けている

子どもはもとより、虐待してしまう親への対応も含め取り組みま

す。 



 

 
第３章  計画の体系 

子どもが健やかに育つまち 
子育ての喜びが実感できるまち 
子育て支援を通してともに育つまち・鎌倉 

基本理念 

１ 地域で子育てを支援するまちづくり 

主
要
課
題

２ 子どもと親

主
要
課
題

３ 子どもが心

４ 子どもと子

５ 仕事と子育

６ 専門的な支

主
要
課
題

主
要
課
題

主
要
課
題

主
要
課
題

６つの 
基本目標 
 
1-1情報提供・相談体制の充実       1-4子育て支援のネットワークづくり 
1-2地域における子育て支援サービスの充実 1-5経済的支援の充実 
1-3保育サービスの充実と多様化   
 

が健康に暮らせるまちづくり 

 

2-1子どもと親の健康の確保      2-4小児医療の充実
2-2食育の推進             
2-3思春期保健対策の充実と母性・父性の健全育成 
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3-1次代の親の育成          3-4子どもを取り巻く有害環境対策の推進 
3-2学校の教育環境の充実        
3-3家庭や地域の教育力の向上 

身ともに健やかに学び育つまちづくり 

 
4-1安心して外出できる環境の整備      
4-2安全・安心まちづくりの推進 
4-3良好な居住環境の確保 

 
5-1多様な働き方のできる環境の整備   
5-2仕事と子育ての両立の推進  
 

 
6-1児童虐待等の防止対策と支援の充実     
6-2ひとり親家庭への支援の充実   
6-3障害のある子どものいる家庭への支援の充実 

育てにやさしいまちづくり 

てが両立できるまちづくり 

援を利用しやすいまちづくり 


